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三井住友信託銀行が実施する三井化学株式会社に 
対するポジティブ・インパクト・ファイナンスに係る 

第三者意見 
 

 JCR は、三井住友信託銀行株式会社が三井化学株式会社に実施するポジティブ・インパク

ト・ファイナンスに対し、第三者意見書を提出しました。 

＜要約＞  
本第三者意見は、三井住友信託銀行株式会社が三井化学株式会社に実施するポジティブ・インパクト・

ファイナンス（PIF）に対して、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した PIF 原則及び資

金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・フレームワーク（モデル・フレームワーク）への適

合性を確認したものである。株式会社日本格付研究所（JCR）は、PIF 第 4 原則で推奨されている評価の透

明性及び客観性確保のため、独立した第三者機関として、(1)三井化学に係る PIF 評価の合理性及び本ファ

イナンスのインパクト、並びに(2)三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク及び本ファイナンスの PIF

原則に対する準拠性についてレビューを行った。 

 

(1) 三井化学に係る PIF 評価の合理性及び本ファイナンスのインパクト 

 三井化学は、「企業グループ理念」及び「目指すべき企業グループ像」に基づき、経済軸・環境軸・社会

軸から成る 3 軸経営（トリプルボトムライン）を深化させ、長期的視点に立った経営を志向している。そ

して、社会課題の解決に向けた取り組みを行うことで、社会と共に持続的な成長・発展を目指している。

2018 年には、「三井化学グループのサステナビリティ」を表明すると共に ESG 推進室を設置し、課題とし

ている ESG 要素の経営/戦略への組み込みの具体化や、ステークホルダーに向けた情報開示強化に取り組

んでいる。 

三井化学は、署名している国連グローバル・コンパクト、国際的なガイドライン、ステークホルダーの

意見、事業の特徴、活動する地域、経営層の討議内容等を踏まえ、事業活動を通じて社会に貢献する側面

と、社会に及ぼす様々な影響要因の両面から、特に重要な項目を「重要課題（マテリアリティ）」として選

定している。また、社会トレンドや同社グループの強みを踏まえ、「環境と調和した共生社会」、「健康・安

心な長寿社会」、「地域と調和した産業基盤」という未来社会の実現を目指している。「2025 長期経営計

画」では、同社グループの目指す未来社会の実現に向けて、経済軸目標とマテリアリティを踏まえた環

境・社会軸目標を設定している。 

三井化学は、ESG を経営の中核的なテーマとして捉え、取締役会や社長を委員長とする ESG 推進委員会

等で方向性を討議し、各部門の戦略への落とし込みを進めている。ESG 推進委員会の審議結果等は経営会

議に報告され、特に重要な事項については経営会議の承認を得ている。同社のサステナビリティ情報につ

いては、「三井化学レポート」及び「三井化学グループ ESG レポート」を作成・公表し、情報開示の強化

に努めている。 

本ファイナンスでは、三井化学の事業活動全体に対する包括的分析が行われ、上記のサステナビリティ

活動も踏まえて、インパクト特定のうえ「①Blue Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献」、

「②Rose Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献」、「③環境保全（GHG・エネルギー、化学物質等

の排出量削減）・化学物質管理」、「④労働における安全・保安および衛生」、「⑤人材の活用」の 5 項目のイ

ンパクトが選定され、それぞれにインパクト指標（KPI）が設定された。インパクト①・②は、同社が「環

境と調和した共生社会」及び「健康・安心な長寿社会」の実現に向けて開発した指標である、Blue Value® 
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・Rose Value®に係るインパクトである。インパクト③・④は、化学産業の自主的な活動であるレスポンシ

ブル・ケア活動が対象とするネガティブ・インパクトであり、同社も「レスポンシブル・ケア基本方針」

を制定し重視している。インパクト⑤は、同社が世界各地の関係会社人事施策の根幹に位置づけている、

「三井化学グループ人材マネジメント方針」に係るポジティブ・インパクトである。今後、これら 5 項目

のインパクトに係る上記 KPI 等に対して、モニタリングが実施される予定である。 

JCR は、本ファイナンスにおける包括的分析及びインパクト特定の内容について、モデル・フレームワ

ークに示された項目に沿って確認した結果、適切な分析がなされていると評価している。三井化学は、本

ファイナンスにおいても特定された同社の重要なインパクトを、ステークホルダーの意見や経営層の討議

内容等を踏まえマテリアリティとして的確に捉え、「2025 長期経営計画」の策定へと繋げている。同社の

これらの取り組みは、高く評価される点である。 

JCR は、本ファイナンスの KPI に基づくインパクトについて、PIF 原則に例示された評価基準に沿って

確認した結果、多様性・有効性・効率性・追加性が期待されると評価している。当該 KPI は、上記のイン

パクト特定及びサステナビリティ活動の内容に照らしても適切である。三井化学は、当該 KPI を含む定量

目標を「2025 長期経営計画」の中で設定し、社長を委員長とする ESG 推進委員会等で進捗管理している。

特に Blue Value®・Rose Value®は、事業活動を通じた環境・社会への貢献を見える化し、その価値につい

てステークホルダーとの共有を可能にしている。同社のこれらの取り組みは、高く評価される点である。

また JCR は、本ファイナンスにおけるモニタリング方針について、本ファイナンスのインパクト特定及び

KPI の内容に照らして適切であると評価している。 

従って JCR は、本ファイナンスにおいて、SDGs に係る三側面（環境・社会・経済）を捉えるモデル・

フレームワークの包括的インパクト分析（インパクトの特定・評価・モニタリング）が、十分に活用され

ていると評価している。 

 

(2) 三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク及び本ファイナンスの PIF 原則に対する準拠性 

JCR は、三井住友信託銀行の PIF 商品組成に係るプロセス、手法及び社内規定・体制の整備状況、並び

に三井化学に対する PIF 商品組成について、PIF 原則に沿って確認した結果、全ての要件に準拠していると

評価している。 

 

以上より、JCR は、本ファイナンスが PIF 原則及びモデル・フレームワークに適合していることを確認

した。 

 

 

＊詳細な意見書の内容は次ページ以降をご参照ください。  
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＜要約＞ 
本第三者意見は、三井住友信託銀行株式会社が三井化学株式会社に実施するポジティ

ブ・インパクト・ファイナンス（PIF）に対して、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP 
FI）の策定した PIF 原則及び資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・フレ

ームワーク（モデル・フレームワーク）への適合性を確認したものである。株式会社日本

格付研究所（JCR）は、PIF 第 4 原則で推奨されている評価の透明性及び客観性確保のた

め、独立した第三者機関として、(1)三井化学に係る PIF 評価の合理性及び本ファイナンス

のインパクト、並びに(2)三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク及び本ファイナンス

の PIF 原則に対する準拠性についてレビューを行った。 
 
(1) 三井化学に係る PIF 評価の合理性及び本ファイナンスのインパクト 
三井化学は、「企業グループ理念」及び「目指すべき企業グループ像」に基づき、経済軸・

環境軸・社会軸から成る 3 軸経営（トリプルボトムライン）を深化させ、長期的視点に立

った経営を志向している。そして、社会課題の解決に向けた取り組みを行うことで、社会

と共に持続的な成長・発展を目指している。2018 年には、「三井化学グループのサステナビ

リティ」を表明すると共に ESG 推進室を設置し、課題としている ESG 要素の経営/戦略へ

の組み込みの具体化や、ステークホルダーに向けた情報開示強化に取り組んでいる。 
三井化学は、署名している国連グローバル・コンパクト、国際的なガイドライン、ステ

ークホルダーの意見、事業の特徴、活動する地域、経営層の討議内容等を踏まえ、事業活

動を通じて社会に貢献する側面と、社会に及ぼす様々な影響要因の両面から、特に重要な

項目を「重要課題（マテリアリティ）」として選定している。また、社会トレンドや同社グ

ループの強みを踏まえ、「環境と調和した共生社会」、「健康・安心な長寿社会」、「地域と調

和した産業基盤」という未来社会の実現を目指している。「2025 長期経営計画」では、同社

グループの目指す未来社会の実現に向けて、経済軸目標とマテリアリティを踏まえた環

境・社会軸目標を設定している。 
三井化学は、ESG を経営の中核的なテーマとして捉え、取締役会や社長を委員長とする

ESG 推進委員会等で方向性を討議し、各部門の戦略への落とし込みを進めている。ESG 推

進委員会の審議結果等は経営会議に報告され、特に重要な事項については経営会議の承認

を得ている。同社のサステナビリティ情報については、「三井化学レポート」及び「三井化

学グループ ESG レポート」を作成・公表し、情報開示の強化に努めている。 
 本ファイナンスでは、三井化学の事業活動全体に対する包括的分析が行われ、上記のサ

ステナビリティ活動も踏まえて、インパクト特定のうえ「①Blue Value®製品を通じた社会、

環境、経済への貢献」、「②Rose Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献」、「③環境

保全（GHG・エネルギー、化学物質等の排出量削減）・化学物質管理」、「④労働における安

全・保安および衛生」、「⑤人材の活用」の 5 項目のインパクトが選定され、それぞれにイ

ンパクト指標（KPI）が設定された。インパクト①・②は、同社が「環境と調和した共生社
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会」及び「健康・安心な長寿社会」の実現に向けて開発した指標である、Blue Value®・

Rose Value®に係るインパクトである。インパクト③・④は、化学産業の自主的な活動であ

るレスポンシブル・ケア活動が対象とするネガティブ・インパクトであり、同社も「レス

ポンシブル・ケア基本方針」を制定し重視している。インパクト⑤は、同社が世界各地の

関係会社人事施策の根幹に位置づけている、「三井化学グループ人材マネジメント方針」に

係るポジティブ・インパクトである。今後、これら 5 項目のインパクトに係る上記 KPI 等
に対して、モニタリングが実施される予定である。 

JCR は、本ファイナンスにおける包括的分析及びインパクト特定の内容について、モデ

ル・フレームワークに示された項目に沿って確認した結果、適切な分析がなされていると

評価している。三井化学は、本ファイナンスにおいても特定された同社の重要なインパク

トを、ステークホルダーの意見や経営層の討議内容等を踏まえマテリアリティとして的確

に捉え、「2025 長期経営計画」の策定へと繋げている。同社のこれらの取り組みは、高く評

価される点である。 
JCR は、本ファイナンスの KPI に基づくインパクトについて、PIF 原則に例示された評

価基準に沿って確認した結果、多様性・有効性・効率性・追加性が期待されると評価して

いる。当該 KPI は、上記のインパクト特定及びサステナビリティ活動の内容に照らしても

適切である。三井化学は、当該 KPI を含む定量目標を「2025 長期経営計画」の中で設定し、

社長を委員長とする ESG 推進委員会等で進捗管理している。特に Blue Value®・Rose 
Value®は、事業活動を通じた環境・社会への貢献を見える化し、その価値についてステー

クホルダーとの共有を可能にしている。同社のこれらの取り組みは、高く評価される点で

ある。また JCR は、本ファイナンスにおけるモニタリング方針について、本ファイナンス

のインパクト特定及び KPI の内容に照らして適切であると評価している。 
従って JCR は、本ファイナンスにおいて、SDGs に係る三側面（環境・社会・経済）を

捉えるモデル・フレームワークの包括的インパクト分析（インパクトの特定・評価・モニ

タリング）が、十分に活用されていると評価している。 
 
(2) 三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク及び本ファイナンスの PIF 原則に対する 

準拠性 
JCR は、三井住友信託銀行の PIF 商品組成に係るプロセス、手法及び社内規定・体制の

整備状況、並びに三井化学に対する PIF 商品組成について、PIF 原則に沿って確認した結

果、全ての要件に準拠していると評価している。 
 
以上より、JCR は、本ファイナンスが PIF 原則及びモデル・フレームワークに適合して

いることを確認した。 
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I. 第三者意見の位置づけと目的 
JCR は、三井住友信託銀行が三井化学に実施する PIF に対して、UNEP FI の策定した

PIF 原則及びモデル・フレームワークに沿って第三者評価を行った。PIF とは、SDGs の目

標達成に向けた企業活動を、金融機関等として審査・評価することを通じて促進し、以て

持続可能な社会の実現に貢献することを狙いとして、当該企業活動が与えるポジティブな

インパクトを特定・評価の上、融資等を実行し、モニタリングする運営のことをいう。 
PIF 原則は、4 つの原則からなる。すなわち、第 1 原則は、SDGs に資する三つの柱（環

境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるかまたはネガティブな影響を特

定し対処していること、第 2 原則は、PIF 実施に際し、十分なプロセス、手法、評価ツー

ルを含む評価フレームワークを作成すること、第 3 原則は、ポジティブ・インパクトを測

るプロジェクト等の詳細、評価・モニタリングプロセス、ポジティブ・インパクトについ

ての透明性を確保すること、第 4 原則は、PIF 商品が内部組織または第三者によって評価

されていることである。 
本第三者意見は、PIF 第 4 原則で推奨されている評価の透明性及び客観性確保のため、

JCR が独立した第三者機関として、三井化学に係る PIF 評価の合理性及び本ファイナンス

のインパクト、並びに三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク及び本ファイナンスの

PIF 原則に対する準拠性についてレビューを行い、本ファイナンスの PIF 原則及びモデル・

フレームワークへの適合性を確認することを目的とする。 
 
II. 第三者意見の概要 
本第三者意見は、三井住友信託銀行が三井化学との間で 2020 年 6 月 25 日付にて契約を

締結する、資金使途を限定しない PIF に対する意見表明であり、以下の項目で構成されて

いる。 
＜三井化学に係る PIF 評価等について＞ 

1. 三井化学のサステナビリティ活動の概要 
2. 包括的分析及びインパクト特定の適切性評価 
3. KPI の適切性評価及びインパクト評価 
4. モニタリング方針の適切性評価 
5. モデル・フレームワークの活用状況評価 

＜三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク等について＞ 
1. 同行の組成する商品（PIF）が、UNEP FI の PIF 原則及び関連するガイドラインに

準拠しているか（プロセス及び商品組成手法は適切か、またそれらは社内文書で定

められているかを含む） 
2. 同行が社内で定めた規定に従い、三井化学に対する PIF を適切に組成できているか 
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III. 三井化学に係る PIF 評価等について 
本項では、三井化学に係る PIF 評価におけるモデル・フレームワークの包括的インパク

ト分析（インパクトの特定・評価・モニタリング）の活用状況、及び本ファイナンスのイ

ンパクト（①多様性、②有効性、③効率性、④倍率性、⑤追加性）について確認する。 
 
1. 三井化学のサステナビリティ活動の概要 
1-1. 事業概要 
三井化学は、モビリティ事業、ヘルスケア事業、フード＆パッケージ事業、基盤素材事

業を主軸に、付加価値の高い高機能製品を扱うグローバル企業である。より良い未来社会

に貢献することを目標とし、成長 3 領域に位置付けているモビリティ事業、ヘルスケア事

業、フード＆パッケージ事業を中心に、「環境と調和した共生社会」、「健康・安心な長寿社

会」、「地域と調和した産業基盤」を目指している。 
 
1-2. サステナビリティに関するガバナンス 
(1) サステナビリティに関する方針と体制 
① サステナビリティに関する方針 

 三井化学は、企業グループ理念を最上位概念として、目指すべき企業グループ像、行動

指針を策定している。また、サステナビリティ方針「三井化学グループのサステナビリテ

ィ」を策定し、ESG 課題に対する会社の姿勢を示している。さらに、「気候変動対応方針」、

「レスポンシブル・ケア基本方針」、「三井化学グループ人権方針」等の各種方針が制定さ

れ、マネジメントに活かされている。これらの体系的に定められた方針の下で、自社と取

引先、お客様を含むサプライチェーン全体でのサステナビリティ活動を実践し、社会・環

境・経済に対するインパクトを追求している。 
 

図 1 将来像1 

 
                                                   
1 出典：三井化学株式会社ウェブサイト 
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図 2 企業グループ理念2 

 
 

図 3 三井化学グループのサステナビリティ3 

 
 
② サステナビリティに関する体制と運営 

 三井化学は、2018 年 6 月に ESG 推進委員会を立ち上げている。ESG 推進委員会は、ESG
推進に関する方針・戦略・計画・施策の審議、ESG 推進の実績評価及び社内周知等を目的

としており、社長が委員長を務めるほか、全役付執行役員、事業部門、研究部門、生産部

門、各コーポレート部門の責任者を委員として構成されている。ESG 推進に関する新たな

重要項目の検討や施策立案等が必要となった場合は、ESG 推進委員会の傘下に分科会を設

置し、分科会で議論した議題が ESG 推進委員会にエスカレーションされる。また、ESG
推進委員会での決定事項をもとに施策等を審議している。2020 年 4 月現在では、気候変動

対応とプラスチック問題の分科会が設置されている。年 2 回開催される ESG 推進委員会の

審議内容及び活動実績は経営会議に報告され、特に重要な事項については、経営会議の承

認を得る運営となっている。 

                                                   
2 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
3 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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図 4 サステナビリティマネジメント体制4 

 
 

図 5 ESG 推進委員会の構成5 

 
                                                   
4 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
5 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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 また、三井化学は、経済・環境・社会の 3 軸経営を深化させ、ESG を中核に据えた経営

を推進することを目的として ESG 推進室を設置し、課題である ESG 要素の経営/戦略への

組み込みや、ステークホルダーへの ESG 情報開示力の強化に取り組んでいる。ESG 要素

の経営/戦略への組み込みに関しては、以下のような成果を挙げている。 
 2018 年度には、SDGs や ESG に関連する方針を策定し、ESG 要素の予算策定方針

への組み込みを実施。 
 2019 年度からは、新規投融資案件について投資計画に社会課題視点（Blue Value®・

Rose Value®関連投資、SDGs への貢献、GHG 排出量の増減等）を反映させるシス

テムの運用を開始。 
 2020 年からは、ESG に関する対応について各部門予算への組み込みを開始し、より

具体的に各部門がESG経営を我が事として取り組んでいくような仕組みを構築予定。 
 

図 6 サステナビリティマネジメントにおける課題6 

 
 
(2) 情報開示 
 三井化学は、レスポンシブル・ケア活動の一環として、他業界、他社に先駆けて ESG 情

報の開示に取り組んできた歴史がある。同社は、サステナビリティの取り組みに関する目

標・運用状況・実績等を、三井化学レポート（冊子）・ESG レポート（Web）にて年次サイ

クルで開示している。三井化学レポートではサステナビリティ経営の全体像を簡潔に示し、

ESG レポートではサステナビリティに関する具体的な活動・目標・進捗状況等のデータを

詳細に開示している。 
 
 
 
                                                   
6 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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1-3. サステナビリティに関する重要課題 
(1) サステナビリティに関する重要課題 
 三井化学では、「三井化学グループ」と「ステークホルダー」の視点から、特に重要な 22
項目を重要課題として特定している。特定した重要課題は、さらに「三井化学グループが

事業を遂行する上で社会に影響を与える課題」、「三井化学グループが事業を通じて社会に

貢献する課題」、「基盤となる課題」の 3 区分に整理されている。 
 特定の過程においては、経営層レベルでの討議内容や多様なステークホルダーの意見が

十分に反映されていることを、ヒアリングで確認している。国際統合報告評議会（IIRC）

の国際統合報告フレームワークにおいても、重要課題（マテリアリティ）の特定において、

経営層及びステークホルダーの関与を重要視している。 
 

図 7 重要課題（マテリアリティ）7 

 

 
 
 
 
 
                                                   
7 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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(2) サステナビリティに関する重要課題と目標 
 三井化学では、企業グループ理念や目指すべき企業グループ像を軸に、2025 長期経営計

画（環境・社会軸目標）を策定している。また、重要課題の推進が社会課題の解決と 2025
長期経営計画（環境・社会軸目標）の達成に結び付くという信念のもと、重要課題に取り

組んでいる。同計画の内容は、ESG レポートにて詳細に開示されている。 
 

図 8 2025 長期経営目標（環境・社会軸）8 

 

 
 
 
 
 
                                                   
8 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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表 2025 長期経営目標における KPI と関連する SDGs9 

2025 長期経営目標（環境・社会軸） KPI 関連する SDGs 

低炭素・循環

型・自然共生

社会の実現に

貢献できる製

品・サービス

の最大化 

環境貢献製品・サ

ービスの売上高

拡大 

Blue Value®製品 売上高比率 30％以上 SDGs 3、6、7、
8、9、11、12、
13、14、15 

生産・物流活動に

おける環境負荷

の低減 

・GHG 排出量削減率（本体、国内連結）：

2005 年度比 25.4％以上（2030 年） 
・エネルギー原単位低減率（本体）：5 年

平均 1％以上を継続 

QOL 向上・ス

マート社会の

実現に貢献で

きる製品・サ

ービスの最大

化 

健康・安心な社会

への貢献製品・サ

ービスの売上高

拡大 

Rose Value®製品 売上高比率 30％以上 SDGs 1、2、3、
5、6、7、9、11、
12 

サプライチェ

ーン全体を通

じ た 安 全 確

保・高品質・

公正の追求 

安全確保 ・重大事故発生数：ゼロを継続 
・重視する労働災害の度数率：0.15 以下

を継続 

SDGs 3、4、5、
8、10、11、12、
13、15、16 

高品質な製品・サ

ービスの提供 
顧客不適合品発生率：10ppm 以下 

プロダクトスチ

ュワードシップ

（健全な化学品

管理） 

・製品のリスク評価実施率：99％以上 
・最新の安全性情報提供：100％を継続 

公正で社会から

信頼される企業 
・重大な法令・ルール違反数：ゼロ継続 
・サプライヤーのサステナビリティ評価

と改善支援（持続可能な調達率）：70％以

上 
・女性管理職（課長級以上）比率（本体）：

10％以上 
・従業員エンゲージメント向上 

                                                   
9 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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(3) サステナビリティに関する重要課題における取り組みと実績 
 三井化学の非財務情報の詳細は、ESG レポートにて開示されている。そこでは、重要課

題の目標として掲げられている、環境・社会・ガバナンス関連の取り組み内容・実績につ

いて開示されている。また、「ESG パフォーマンスデータ」においても、発行年度の直近 4
年間にわたるデータを経年的に参照することができる。 
特に、レスポンシブル・ケア及び Blue Value®・Rose Value®製品に関する取り組みを通

じた実績については、下記の通りである。 
 
① レスポンシブル・ケアに関する取り組み 

 三井化学グループでは、レスポンシブル・ケア委員会を年 3 回開催し、方針・戦略及び

計画等について審議及び討議を行っており、当該内容は経営会議へ報告され、経営層のレ

スポンシブル・ケアへのコミットを確実にしている。また、レスポンシブル・ケア基本方

針及び汐留マニフェストを独自に作成し、グループ内の化学物質を製造または取り扱う関

係会社の本活動推進を支援している。基本方針には、以下の項目が定められている。 
 
i. 環境保全（GHG 排出量） 
 環境課題として最も重要性の高い項目の一つである気候変動対応（GHG 削減）に関して

は、エネルギー効率改善及び排出量削減の取り組みが着実に実施されている。Scope 1、2
及びエネルギー使用量については第三者機関の保証を受けている。2025 長期経営計画の環

境・社会軸目標では、GHG 排出量削減率及びエネルギー原単位 5 年平均低減率を KPI と

して設定している。また、低炭素社会の実現に貢献できる製品・サービスの売上高の増大

を目標に組み込んでいる。 
Scope 1、2 に関しては、国内排出量の低減が寄与し、直近 4 年間の排出量及び排出原単

位は着実に低下傾向にある。Scope 3 に関する 2017 年度の試算では、年間排出量 11 百万

t-CO2のうち、カテゴリー1（購入した製品・サービス）、カテゴリー11（販売した製品の使

用）、カテゴリー12（販売した製品の廃棄）が各々34%、33%、20%と全体の約 9 割を占め

ている。なお、算出に使用しているデータソースは販売金額や販売量のため、実際の排出

量との乖離はあるが、これら 3 つのカテゴリーが重要であること、特に下流側の対策がラ

イフサイクルステージにおける GHG 排出量削減に効果を期待できることが見て取れる。 
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図 9 GHG 排出量（Scope1、2）10 

 
 

図 10 GHG 排出量（Scope3）（三井化学単体）11 

 
 
ii. 気候変動以外の環境項目 
 三井化学では、レスポンシブル・ケア活動の環境保全の取り組みとして、エネルギー消

費量削減、GHG 排出量削減の他、PRTR 法対象物質の排出量削減、産業廃棄物最終処分率

の低減、揮発性有機化合物（VOC）排出量の削減、環境事故及び環境法令違反のゼロ化、

等の取り組みを推進している。これらの取り組みは、生産・技術本部担当役員を責任者と

する体制のもと、生産・技術本部、安全・環境技術部が環境保全の戦略を策定・展開・推

進している。また、三井化学及びグループ関係会社の工場と研究所に対しては、環境に関

する監査が実施されている。 
 環境事故件数や環境法令違反件数、VOC 排出量、産業廃棄物に関する年度目標は達成し

ているが、PRTR 法対象物質の排出量は、2018 年度は目標未達成であり、長期的な目標を

見据えた削減の検討が継続して行われている。 

                                                   
10 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
11 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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図 11 主要な環境保全項目の目標と実績一覧12 

 

 
iii. 安全・保安、労働衛生 
 安全は三井化学グループの持続可能な成長に向けて大前提となる課題であるとの考え方

のもと、「安全はすべてに優先する」という経営方針を掲げ、レスポンシブル・ケア基本方

針にも記載している。グローバル拡大・事業ポートフォリオ変革に伴い人・設備・技術が

多様化しても、高レベルの安全を維持していることが安全・保安の目指す姿であると定め、

本質安全を実践できる人材育成、安全文化のグローバル展開、高度な安全技術の導入・展

開に取り組んでいる。 
三井化学では、2012 年に岩国大竹工場でのレゾルシン製造施設爆発火災事故、2018 年に

大阪工場での火災が発生している。いずれも重大事故であり、改めて安全・保安に対する

課題が浮き彫りとなったことを受け、各種施策を日常的活動に落とし込み、日常課題とし

て PDCA サイクルを回しながら活動を継続し、様々な再発防止策に努めている。 
                                                   
12 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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iv. 物流 
 安全や品質・環境に配慮しつつ安定輸送を確保することを目的に、現場の労働環境改善

や事前予約システムの整備、共同物流の推進など様々な取り組みを進めている。三井化学

では、全ての実物流業務を物流協力会社に委託しており、物流安全への思いを物流現場に

浸透させることが重要であると捉えて活動している。その活動が評価され、2018 年 5 月に

は物流部が、一般社団法人日本化学工業協会より「レスポンシブル・ケア優秀賞」を受賞

した。 
 
v. プロダクトスチュワードシップ、製品とサービスの品質 
 化学業界では、多種多量の化学物質を取り扱っており、日本の PRTR 制度の平成 30 年度

集計結果によると、化学工業が移動量と排出量の合計値の最大業種となっている。また、

化学工業は移動量が排出量の 5 倍強となっており、サプライチェーンの下流側における排

出に影響を及ぼすことが特徴である。このような背景もあり、化学業界にはプロダクトス

チュワードシップが求められる。 
 

図 12 平成 30 年度の排出量・移動量上位 10 業種とその量13 

 

                                                   
13 出典：経済産業省 平成 30 年度 PRTR データの概要 
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 三井化学では、製品開発から廃棄に至る製品ライフサイクル全体にわたって、人々の健

康確保と環境負荷の低減を実現するため、各国の規制要求の遵守はもとより、法律より広

い範囲の化学物質管理を目指している。また、製品のライフサイクルにわたるリスク評価

を行っており、新製品・新銘柄の開発時、上市後の原料・製造法の変更時、用途拡大時、

法規制・基準の見直し時、新たな科学的知見が得られた時などを含め、全ての既存製品の

リスク評価を 2018 年度に完了している。 
 三井化学は、取り扱う全ての製品・原料及び化学物質情報を化学安全情報システム

（MiCSIS）で一元管理し、基幹業務プロセスと連携させることにより、化学品規制に関わ

るコンプライアンス面を強化している。今後は、2025 長期経営計画に掲げる「サプライチ

ェーン全体を通じた安全確保」の実現に向けた、顧客へのリスク情報の開示に努めるとし

ている。 
 
② Blue Value®製品、Rose Value®製品 

 三井化学グループは、目指す未来社会の姿である「環境と調和した共生社会」及び「健

康・安心な長寿社会」の実現に向けて、提供する製品及びサービスの環境・社会への貢献

を見える化し、その価値をステークホルダーと共有するため、以下の独自指標を定めた。 
 Blue Value® Index：環境影響評価指標。環境と調和した共生社会に貢献。 
 Rose Value® Index：QOL 向上評価指標。健康・安全な長寿社会に貢献。 

 当該指標を用いた評価・審査を経て貢献価値が高いと判断された製品が、それぞれ Blue 
Value®製品・Rose Value®製品と認定される。それらの認定製品の売上高比率拡大が、三

井化学グループの目指す未来社会の実現に向けた着実な前進に貢献するものと捉え、2025
長期経営計画では「両製品それぞれの売上高比率 30％以上」を KPI の１つに定めている。

また、当該 KPI 目標達成のための基盤となる、長期的視点での事業戦略や投融資計画への

反映を進めているほか、研究開発テーマ管理や新事業・新製品管理システムにおいて、Blue 
Value®・Rose Value®・SDGs の視点を盛り込むことで、新事業・新製品テーマ創出の初

期段階からの着実な拡大を目指している。 
 
i. Blue Value®製品の取り組み 
 2015 年より、独自の環境影響評価指標 Blue Value® Index によって製品・サービスを用

途別に評価し、「CO2を減らす」、「資源を守る」、「自然と共生する」の３要素で環境への貢

献度の高い製品を、Blue Value®製品として認定している。市場標準品や自社従来品を比較

対象とした相対評価において、調達から廃棄までの各ライフステージにわたり、全ての判

定項目で劣っている点のないことが認定条件である。また、定性評価や半定量評価も取り

入れ、簡易に評価できるシステムを採用している。必要に応じて、LCA 担当部門が専門的・

定量的に環境貢献の優位性を評価している。 
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図 13 環境貢献価値 Blue Value®14 

 
 
ii. Rose Value®製品の取り組み 
 SDGs 等の社会ニーズを踏まえた独自のQOL 向上評価指標Rose Value® Indexを用いて

評価を行い、持続可能な調達を考慮して 3 つの貢献要素「少子高齢化への対応」、「健康寿

命の延長」、「食料問題への対応」に当てはまる製品・サービスを、Rose Value®製品として

認定している。具体的には、ユニバーサルデザインやユニバーサルヘルスカレッジ、フー

ドセキュリティ等の視点で定性的な判定基準を設定し、QOL 向上の判定項目に貢献してい

るかを精査している。判定にあたっては、製品の有する機能・性能が社会・顧客の求める

どのような価値を提供しているか、という点を基準に取り入れている。 
 

図 14 QOL 向上貢献価値 Rose Value®15 

 
 
  

                                                   
14 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
15 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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2. 包括的分析及びインパクト特定の適切性評価 
2-1. 包括的分析及びインパクト特定の概要 
本ファイナンスでは、三井化学の事業活動全体に対する包括的分析が行われ、上記のサ

ステナビリティ活動も踏まえてインパクトが特定された。 
 
(1) 包括的分析 
 セグメント・エリア・サプライチェーンの観点から、インパクトを生み出す要因をグル

ープ全体で包括的に検討した。 
 まず、セグメントを事業会社全体で俯瞰すると、売上高ベースでは基盤素材事業が 48.3%、

モビリティ事業が 26.7%、続いてフード＆パッケージング事業 13.4%、ヘルスケア事業 9.9%
となっている。2025 長期経営計画においては、モビリティ事業、ヘルスケア事業、フード

＆パッケージング事業、次世代事業を 4 つのターゲット事業領域、基盤素材事業をターゲ

ット事業領域の基盤となる領域として明確に位置付けている。これら事業はともに共通し

たレスポンシブル・ケア基本方針に基づき、活動及び製品・サービスの提供を行っている

ことから、インパクトを全社的に俯瞰するために、上記 5 事業の活動を包括的に分析し、

個別の製品（群）に関しては必要に応じて事業毎に分析することとした。 
 

図 15 2018 年度セグメント別売上高比率16 

 
 
 
 
 
 
                                                   
16 出典：三井化学株式会社ウェブサイト 
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図 16 VISION 202517 

 
 
 
 
                                                   
17 出典：三井化学株式会社ウェブサイト 
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次に、エリアの観点で事業会社全体を俯瞰すると、売上高ベースでは国内が 54.7%、海

外（アジア、中国、アメリカ、ヨーロッパ等）が 45.3%を占めている。各エリアで事業を

分散させているが、化学工業を基礎として、サステナビリティに関してはグループ横断的

な運営がなされていることから、エリアはグローバルで分析した。 
最後に、同社は多種多様な製品を取り扱っており、そのユーザー数は膨大な数にのぼる。

流通過程全般におけるリスク管理や、Blue Value®・Rose Value®商品のサプライチェーン

における効果の発現過程に関して、製品ライフサイクルの各ステージにおいて多種多様な

インパクトが生じることがわかる。原料調達時には、リサイクル原料の使用等による廃棄

物削減、使用時には製品寿命の延長や使用エネルギー削減による気候変動へのインパクト、

もしくは健康寿命の延長等 QOL への貢献が考えられる。廃棄時においても、リサイクル性

向上により廃棄物削減及び気候変動へのインパクトが考えられる。 
以上のことから、商品毎にサプライチェーンにおけるインパクトがどこに生じるのかを

把握しながら分析した。 
 

図 17 Blue Value® & Rose Value®チェーンを通じた価値の提供18 

 
 
(2) インパクト特定 
 UNEP FI の定めたインパクト分析ツールを用い、ポジティブ・インパクト及びネガティ

ブ・インパクトが発現するインパクトカテゴリーを確認した。インパクトが発生すると指

摘されたカテゴリーについては、三井化学の活動においてマネジメントの対象となってい

ることを確認した。なお、原則として、三井化学による公開資料をもとにインパクトを分

析しているが、重要な項目に関しては、その裏付けとなる内部資料等の確認及びヒアリン

グの実施により、手続きを補完している。 
 
  

                                                   
18 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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2-2. JCR による評価 
JCR は、本ファイナンスにおける包括的分析及びインパクト特定の内容について、モデ

ル・フレームワークに示された項目に沿って下表の通り確認した結果、適切な分析がなさ

れていると評価している。三井化学は、本ファイナンスにおいても特定された同社の重要

なインパクトを、ステークホルダーの意見や経営層の討議内容等を踏まえマテリアリティ

として的確に捉え、「2025 長期経営計画」の策定へと繋げている。同社のこれらの取り組み

は、高く評価される点である。 
 

モデル・フレームワークの確認項目 JCRによる確認結果 

事業会社のセクターや事業活動類型を踏ま

え、操業地域・国において関連のある主要な

サステナビリティ課題、また事業活動がこれ

らの課題に貢献するかどうかを含めて、事業

環境を考慮する。 

事業セグメント・事業エリア・サプライチェ

ーンの観点から、三井化学の事業活動全体に

対する包括的分析が行われ、インパクトが特

定されている。 

関連する市場慣行や基準（例えば国連グロー

バル・コンパクト10原則等）、また事業会社

がこれらを遵守しているかどうかを考慮す

る。 

三井化学は、以下のような市場慣行・基準を

参照し、事業活動を行っていることが確認さ

れている。 
(1) 化学産業の自主的な活動であるレスポ

ンシブル・ケア活動に関して、「レスポ

ンシブル・ケア基本方針」の策定・実行

等を行っている。 
(2) 国連グローバル・コンパクトに署名して

いる。 
(3) 気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）提言に賛同し、対応を進めて

いる。 
(4) プラスチック問題に関して、Alliance to 

End Plastic Waste（AEPW）に設立メ

ンバーとして参加している。 
(5) 国際化学工業協会協議会（ICCA）等で

リーダーシップを発揮している。 
CSR報告書や統合報告書、その他の公開情報

で公に表明された、ポジティブ・インパクト

の発現やネガティブ・インパクトの抑制に向

けた事業会社の戦略的意図やコミットメン

三井化学の公表している「重要課題（マテリ

アリティ）」及び「2025長期経営計画」等を

踏まえ、インパクトが特定されている。 
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トを考慮する。 
グリーンボンド原則等の国際的イニシアテ

ィブや国レベルでのタクソノミを使用し、ポ

ジティブ・インパクトの発現するセクター、

事業活動、地理的位置（例えば低中所得国）、

経済主体の類型（例えば中小企業）を演繹的

に特定する。 

特定されたポジティブ・インパクトは、グリ

ーンボンド原則のプロジェクト分類におけ

る「再生可能エネルギー」、「汚染防止および

管理」、「高環境効率商品、環境適応商品、環

境に配慮した生産技術およびプロセス」等に

該当する。 
PIF商品組成者に除外リストがあれば考慮

する。 
三井化学は、三井住友信託銀行の定める融資

方針等に基づく不適格企業に該当しないこ

とが確認されている。 
持続可能な方法で管理しなければ重大なネ

ガティブ・インパクトを引き起こし得る事業

活動への事業会社の関与を考慮する。 

三井化学の事業に係るネガティブ・インパク

トとして、「気候」、「エネルギー」、「大気」、

「水」、「土壌」、「生物多様性と生態系サービ

ス」、「廃棄物」、「雇用」等のインパクトカテ

ゴリーにおけるインパクトが特定されてい

る。 
事業会社の事業活動に関連する潜在的なネ

ガティブ・インパクトや、公表されている意

図と実際の行動（例えばサプライチェーンの

利害関係者に対してや従業員の中での行動）

の明らかな矛盾を特定するため、考え得る論

点に関する利用可能な情報を検証する。 

三井住友信託銀行は、原則として三井化学の

公開情報を基にインパクトを特定している

が、重要な項目に関しては、その裏付けとな

る内部資料等の確認及びヒアリングの実施

により、手続きを補完している。なお、JCR
は三井住友信託銀行が作成したPIF評価書

を踏まえて三井化学にヒアリングを実施し、

開示内容と実際の活動内容に一貫性がある

ことを確認している。 
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3. KPI の適切性評価及びインパクト評価 
3-1. KPI 設定の概要 
 本ファイナンスでは、上記のインパクト特定及びサステナビリティ活動を踏まえて、

「Blue Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献」、「Rose Value®製品を通じた社会、

環境、経済への貢献」、「環境保全（GHG・エネルギー、化学物質等の排出量削減）・化学物

質管理」、「労働における安全・保安および衛生」、「人材の活用」の 5 項目のインパクトが

選定され、それぞれにインパクト指標（KPI）が設定された。 
 
(1) Blue Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献 
 
プラスとマイナスのインパクト 
☑インパクトカテゴリー： 
「気候」、「エネルギー」、「生物多様性と生態系サービス」、「資源効率・安全性」、「廃棄物」、

「移動手段」 
☑方策： 
「環境と調和した共生社会」の実現 
☑対応方針： 
自然エネルギー・非化石原料の使用、製品の軽量化・長寿命化を通じた GHG 削減、省エネ・

省資源の実現 
☑KPI（指標と目標）： 
・2025 年度 Blue Value®製品売上高比率 30%以上 
・Blue Value®、Rose Value®新規認定件数 
・Blue Value®製品関連投資、研究開発費 
 
三井化学は、国の指針である「21 世紀環境立国戦略」に基づいた独自の環境影響評価指

標を策定している。「21 世紀環境立国戦略」では、①低炭素社会の実現、②循環型社会の実

現、③自然共生社会の実現の 3 本柱で持続可能な社会の実現を目指している。三井化学に

おいても、それら 3 つの社会の実現を Blue Value®製品による貢献要素として定めた。三

井化学は、素材産業として多種多様な製品を取り扱い、その需要者や最終製品が多岐にわ

たっていることから、Blue Value®製品（Rose Value®製品も同様）を通じた環境・社会・

経済への貢献も多大なものであると考えられる一方で、最終製品メーカーではない化学産

業の貢献度合いを定量的に算出することは難しいため、その場合は代替指標を用いてイン

パクト分析を行うこととした。 
 具体的な製品の一例として、車の燃料タンクに使用する接着性樹脂「アドマー®」につい

ては、従来金属製であったものを樹脂製に切り替えたことによって、タンクを 10%～30%
軽量化することに成功している。その結果、燃費が向上し、CO2 削減に寄与する製品とし
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て Blue Value®製品に認定されている。また、食品の包装に使用する白色フィルム「エコ

ネージュ®」に関しては、フィルム自体を白色化し、従来の白色印刷工程を不要とすること

に成功している。この結果、樹脂使用量を 20%～30%削減し、資源保護に寄与する製品と

して Blue Value®製品に認定された。自然との共生に貢献する製品としては、自動車の排

ガス低減剤「アドブルー®」（アドブルーはドイツ自動車工業会の登録商標。）が挙げられる。

省燃費の実現だけでなく、自動車走行時の NOx 排出削減に貢献することで、CO2削減とと

もに自然との共生に寄与している。 
本件評価においては、三井化学より、ライフサイクルアセスメントのためのインベント

リーデータ等のデータ提供を受け、三井住友信託銀行として定性的、定量的な検討を行っ

た。PIF のインパクト評価においては、最終的に地球や社会が受ける影響に対して、対象と

なる企業がどの程度貢献するかを評価することが求められている。ただし素材産業におい

ては、最終製品を製造していないことから、その素材が持つ機能は供給先の製造する最終

製品を通じて環境や社会に貢献する。化学業界では、ICCA、WBCSD’s chemical sector 
members、一般社団法人日本化学工業協会等の業界団体等において、ライフサイクルアセ

スメント、バリューチェーンでの環境負荷削減と化学工業会の貢献等に関する研究が進め

られている。しかし、それらの適正な開示等に関する合意形成が得られていない。よって、

本件評価においては、一般の研究及び業界の検討状況を加味し、①三井化学の製品及びそ

れを使用する最終製品の環境、社会への貢献の内容が明確であること、②最終的なインパ

クトを発現するまでのインパクト・パスウェイが明確であること、の 2 点を判断材料とし

て、必ずしも最終的なインパクトを示す指標でなくとも、インパクト・パスウェイの過程

において目標達成への定性的・定量的な進捗状況を示す指標や、三井化学の製品の機能を

表す指標を KPI として採用することとした。 
 また、2019 年度より新規投融資案件について、投資計画に社会課題視点を反映させるシ

ステムの運用が開始されており、Blue Value®、Rose Value®関連投資や SDGs への貢献を

見える化し、投融資検討会において議論されていることから、Blue Value®、Rose Value®
関連の投資額を KPI として採用することとした。2019 年度（2019 年度から 2021 年度分）

の大型投融資案件のうち、Blue Value®製品及び Rose Value®製品の製造に伴う設備投資等

が、投融資総額 1,750 億円（提携・M&A・財務支援等を除く）のうち 40%を占め、Blue Value®
製品及び Rose Value®製品の候補に関しても 4%を占めている。環境保全等に係る設備投資

と Blue Value®製品の製造設備に対する投資額の合計は 64%を占め、全大型投融資案件の

過半を占めている。 
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図 18 2019 年度新規大型投融資案件内訳（2019-2021 年度分）19 

 
 
なお、三井化学が活用する Blue Value® Index は、環境影響を幅広く評価、分析してい

ることが特徴である。日本版被害算定型影響評価手法 ver2（LIME2）のコンセプトを取り

入れ、製品・用途の別を考慮しライフサイクルステージ全般にわたって分析している。

LIME2 における環境影響領域・保護対象は、PIF のインパクト評価のインパクトカテゴリ

ー及び SDGs の三側面（経済・社会・環境）に相当すると考えられ、Blue Value® Index
の判定項目及び評価項目は、同じくインパクト評価のアウトカム及びインパクト指標に相

当すると考えられる。また、ライフサイクルでプロダクトスチュワードシップの視点を取

り入れて分析していること、ポジティブ・インパクトとネガティブ・インパクトの双方を

確認し、全てのライフステージにおいて判定項目が劣っていないことを Blue Value®製品

の認定条件としていること等、三井化学の Blue Value® Index は、UNEP FI が定める PIF
原則におけるポジティブ・インパクトの評価と極めて整合性の高いコンセプトを有する分

析・評価手法であると考えられる。 
 
  

                                                   
19 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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(2) Rose Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献 
 
プラスとマイナスのインパクト 
☑インパクトカテゴリー： 
「保健・衛生」、「食糧」 
☑方策： 
「健康・安心な長寿社会」の実現 
☑対応方針： 
少子高齢化への対応、健康寿命の延長、食料問題への対応 
☑KPI（指標と目標）： 
・2025 年度 Rose Value®製品売上高比率 30%以上 
・Blue Value®、Rose Value®新規認定件数 
・Rose Value®製品関連投資、研究開発費 
 
まず、Rose Value®製品に関するインパクト分析の評価指標については、Blue Value®製

品と同様、必要に応じて代替指標を用いることとした。特に Rose Value®製品に関しても、

指標化が難しいと思われる項目が多数見受けられることから、Rose Value®製品のKPIは、

上述の Blue Value®製品と同様に考えて設定した。 
 三井化学は、Rose Value®製品を通じて社会課題の解決に貢献することを目指している。

特に高齢人口の増加、質の高い医療・福祉、食料の安定供給、フードロス・廃棄の問題に

注目し、「少子高齢化への対応」、「健康寿命の延長」、「食料問題への対応」という 3 つの軸

で Rose Value®製品を認定している。 
 例えば、自動車・寝具クッション用ポリオール「Nextyol™」は、車や寝具等のウレタン

クッションから出る有害化学物質（ホルムアルデヒト等）や臭気を低減することで、暮ら

しの快適性向上に貢献している。特に少子高齢化が進む世の中においては、乳幼児や子供、

高齢者、障害者など、あらゆる人の暮らしに対応可能な製品である。浄水用フィルター用

「SWP®」は、フィルターが水中の金属等の有害物質を除去する機能材を均一に固定でき

ることで、安全な水へのアクセシビリティ向上に貢献し、健康寿命の延長に対するインパ

クトがあると分析できる。また、鮮度保持フィルム「スパッシュ®」は、生鮮野菜のしおれ

を軽減する機能を発現し、フードロス・食品廃棄物の低減に貢献しており、食料問題に対

するインパクトがあると分析できる。 
 この他にも、三井化学では数多くの Rose Value®製品を認定しており、それぞれが「少

子高齢化への対応」、「健康寿命の延長」、「食料問題への対応」に対するインパクトを発現

している。また、2019 年度には単年度目標として「Blue Value®、Rose Value®製品の新

規認定件数計 15 件以上」を掲げており、今後も認定製品の増加に伴い、各インパクトの増

大が期待できる。  
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(3) 環境保全（GHG・エネルギー、化学物質等の排出量削減）・化学物質管理 
 
マイナスのインパクト 
☑インパクトカテゴリー： 
「気候」、「エネルギー」、「大気」、「水」、「土壌」、「生物多様性と生態系サービス」 
☑方策： 
GHG 削減及び化学物質の排出量削減 
☑対応方針： 
省エネルギーの推進、燃料転換、プロセス革新技術の創出 
☑KPI（指標と目標）： 
・2030 年度までの GHG 排出量削減率：25.4％以上（2005 年度比） 
・エネルギー原単位低減率：5 年平均 1％以上継続 
・最新の安全性情報提供：100％継続 
 
三井化学は、レスポンシブル・ケア基本方針において「製品のライフサイクルにわたる

人と環境へのリスクを評価し、人々の健康の確保と環境負荷の低減を図る」ことを定めて

いる。本方針に関して、とりわけ重要なテーマとして「GHG 排出量およびエネルギー消費

量の削減」を取り上げており、別途「気候変動対応方針」を定めるなどして活動を推進し

ている。例えば、三井化学と関係会社の大阪石油化学株式会社では、LNG 冷熱を利用した、

エチレンプラントでは世界初となる大規模な省エネルギープロセスを導入し、大幅な CO２

削減を実現した。また、実用化には至っていないものの、CO2 固定化技術の開発プロジェ

クトに参画し、工場内で排出された CO2 を水素によってメタノールに変換する実証検証に

成功している。これらの取り組みが今後も加速することで、GHG 排出量の多い化学産業に

対して大きな貢献をもたらすことが期待される。 
 また、上記のレスポンシブル・ケア基本方針を実現するため、三井化学では各国の規制

遵守に加え、法律より広い範囲の化学物質管理を目指した取り組みを実施している。「三井

化学グループ・プロダクトスチュワードシップの 2020 年近傍のあるべき姿」を定め、サプ

ライチェーン一体で製品のリスク管理を行っている。化学物質の安全性に関する情報提供

は、その根底をなす取り組みである。 
図 19 2020 年近傍のあるべき姿20 

  
                                                   
20 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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(4) 労働における安全・保安および衛生 
 
マイナスのインパクト 
☑インパクトカテゴリー： 
「雇用」 
☑方策： 
無事故・無災害実現の徹底追求 
☑対応方針： 
・抜本的安全対策の確立 
・各種研修や保安防災訓練の実施 
☑KPI（指標と目標）： 
・重大事故発生数ゼロ継続 
・重視する労働災害の度数率：0.15 以下継続 
 
三井化学では、「安全はすべてに優先する」という経営方針のもとにレスポンシブル・ケ

ア基本方針を策定し、無事故・無災害の実現を徹底して追求している。レスポンシブル・

ケア委員会担当役員を最高責任者とするレスポンシブル・ケア委員会では、委員会でのレ

ビュー及び社内外の環境分析をもとに課題を洗い出して年次計画・中長期計画を策定し、

継続的な活動を推進している。しかしながら、2012 年には岩国大竹工場でのレゾルシン製

造施設爆発火災事故、2018 年には大阪工場での火災が発生した。いずれも重大事故であり、

改めて安全・保安に対する課題が浮き彫りとなったことを受け、様々な再発防止策に努め

ている。まず、2012 年の岩国レゾルシン製造施設爆発事故をきっかけに抜本的安全対策を

開始し、各種施策を日常的活動に落とし込み、日常課題として PDCA サイクルを回しなが

ら活動を継続している。 
また、設備の新設・増設・改造時における安全性評価及びプラントの危険摘出における

Hazard and Operability Study（HAZOP）実施など、事故の未然防止を目的とした取り組

みを多数実施している。HAZOP においては、リーダー育成のための研修会を計画的に実施

することで、継続的に HAZOP のレベル向上を図っている。 
 これら取り組みの結果、2018 年度実績では、本体での労働災害度数率が一定の成果を挙

げていると評価できる。一方、「挟まれ・巻き込まれ」による労働災害は毎年度一定数見ら

れることから、「挟まれ・巻き込まれに関する要領」を社内展開することで、引き続き防止

対策を推進することとしている。 
 さらに、岩国大竹工場でのレゾルシン製造施設爆発火災事故を風化させないために、毎

年 4 月 22 日（『安全の日』）には社長による安全訓話や安全講演会等を開催、また、継続的

な KY（危険予知）研修等を実施することで、感度の高い人材の育成に力を入れている。 
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図 20 抜本的安全対策推進の全体像21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
21 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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図 21 抜本的安全対策の進捗22 

 
 
労働衛生の観点では、健康経営、メンタルヘルスケア対策等について様々な取り組みを

行っている。例えば希望者向けに糖尿病遺伝子検査を実施し、結果に応じた保健指導及び

健康づくり活動を実施することで、血圧の有所見率減少に貢献している。また、海外事業

所に対しても、本社の産業医が毎年海外勤務者全員に対する健康面接を行い、社員の健康

支援を行っている。メンタルヘルスケア対策としては、毎年全社で職場ストレス度調査を

実施し、調査結果を各所属長に説明している。職場毎にストレス低減計画を立案・実行す

るなどして、職場改善に向けて積極的に活動しており、その結果、ストレス調査結果は年々

改善されている。 
 
  

                                                   
22 出典：三井化学グループ ESG レポート 2019 
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(5) 人材の活用 
 
プラスのインパクト 
☑インパクトカテゴリー： 
「雇用」、「人権」 
☑方策： 
・人的生産性の最大化 
・職務遂行を通じて得られる満足度の最大化 
☑対応方針： 
・グローバル人材の育成 
・ワークライフバランスを考慮した支援施策の実施 
・ダイバーシティ及びインクルージョンの取り組み 
☑KPI（指標と目標）： 
・2025 年度女性管理職比率（課長級以上）10%以上（三井化学籍社員） 
・従業員エンゲージメント向上 
 
三井化学は、全世界の関係会社を含めた人事施策の根幹として「三井化学グループ人材

マネジメント方針」を定め、体系的に人材育成活動を推進している。本方針は、大多数の

従業員の使用言語をカバーするため、日本語のほか英語、中国語でも策定されている。三

井化学は、グローバルを視野に入れた人材育成に力を入れており、2019 年 4 月にグローバ

ル人材部を新設し、世界で活躍できる人材を長期視点に立って育成するための取り組みを

強化している。 
 例えば階層別研修プログラムにおいても、経営層から一般社員までの各階層に対して、

求められるスキル・職務意識に基づいた研修を用意しているほか、グループグローバルに

活躍する経営者候補育成を目的にした「グローバルリーダーシップ研修」、また、グループ

各社リーダーのローカライゼーションを目的とした「グローバルマネージャーセミナー」

等を設けている。また、2014 年には「Global HR Development Advisory Committee
（HRDAC）」を立ち上げ、企業文化及びコア・バリューの浸透や、リーダーシップ強化プ

ログラム等の世界的な共通化・標準化を図っている。 
 また、ワークライフバランスやダイバーシティに関する施策にも積極的に取り組んでい

る。企業の継続的な成長には、社員の健康を確保し、生産性を高め、創造性の発揮を促す

ことが必須であるとの考えから、「三井化学における働き方改革」の推進を宣言、超過勤務

の削減やテレワーク制度の活用等、各種課題の達成を目指している。特に超過勤務時間に

ついては、「各月 80 時間以上の超過勤務者ゼロ」を目標に掲げ、超勤削減のためのスキル

研修を実施しており、2018 年度の該当者数は 58 名と大幅に改善されている（2013 年度実

績は 991 名、以降減少傾向）。 
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ダイバーシティに関しては、人材多様化を目指しており、女性社員の活躍推進には特に

力を入れている。業種柄、女性採用率にばらつきがあること、技術系女性の応募者数・採

用数が少ないこと、また、女性管理職比率が低いことを課題として捉え、2025 年長期経営

目標では「女性管理職（課長級以上）比率 10%以上（三井化学籍社員）」を掲げ、女性活躍

推進ロードマップをもとに、継続的に活動を推進している。そのほかの活動としては、外

国籍社員の活躍支援を積極的に行い、日本語学習支援やビザ手続き支援、日常の問い合わ

せ対応等、外国籍社員が働きやすい会社の実現を目指している。 
 以上の通り、三井化学の人材活動は、雇用の活性化やあらゆる人の平等な雇用に対して

インパクトを発現すると言える。 
 
 
 
3-2. JCR による評価 

JCR は、本ファイナンスの KPI に基づくインパクトについて、PIF 原則に例示された評

価基準に沿って以下の通り確認した結果、多様性・有効性・効率性・追加性が期待される

と評価している。当該 KPI は、上記のインパクト特定及びサステナビリティ活動の内容に

照らしても適切である。 
三井化学は、当該 KPI を含む定量目標を「2025 長期経営計画」の中で設定し、社長を委

員長とする ESG 推進委員会等で進捗管理している。特に Blue Value®・Rose Value®は、

事業活動を通じた環境・社会への貢献を見える化し、その価値についてステークホルダー

との共有を可能にしている。同社のこれらの取り組みは、高く評価される点である。 
 

① 多様性：多様なポジティブ・インパクトがもたらされるか 

本ファイナンスで選定された5項目のインパクトでは、以下の通りそれぞれ幅広いインパク

トカテゴリーに係るKPIが設定されている。 
(1) Blue Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献：「気候」、「エネルギー」、「生物

多様性と生態系サービス」、「資源効率・安全性」、「廃棄物」、「移動手段」に係るポジ

ティブ・インパクト及びネガティブ・インパクト 
(2) Rose Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献：「保健・衛生」、「食糧」に係る

ポジティブ・インパクト及びネガティブ・インパクト 
(3) 環境保全（GHG・エネルギー、化学物質等の排出量削減）・化学物質管理：「気候」、「エ

ネルギー」、「大気」、「水」、「土壌」、「生物多様性と生態系サービス」に係るネガティ

ブ・インパクト 
(4) 労働における安全・保安および衛生：「雇用」に係るネガティブ・インパクト 
(5) 人材の活用：「雇用」、「人権」に係るポジティブ・インパクト 
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また、バリューチェーンの観点から見ると、例えば原料調達時はリサイクル原料の使用等

による廃棄物削減、使用時は製品寿命の延長や使用エネルギー削減による気候変動へのイ

ンパクト、健康寿命の延長等QOLへの貢献、廃棄時はリサイクル性向上による廃棄物削減

及び気候変動へのインパクト等が挙げられる。このように、三井化学のバリューチェーン

全体を通して、多様なポジティブ・インパクトの発現及びネガティブ・インパクトの抑制

が期待される。 

② 有効性：大きなインパクトがもたらされるか 

三井化学は、モビリティ事業・ヘルスケア事業・フード＆パッケージ事業・基盤素材事業

を主軸に、付加価値の高い高機能製品を扱うグローバル企業である。売上高ベースでは、

国内が54.7%、海外（アジア・中国・アメリカ・ヨーロッパ等）が45.3%を占めているほか、

海外に在籍する社員の比率も4割を超えており、また各業界のリーディングカンパニーを顧

客に持っている。このようなグローバル企業である三井化学の本ファイナンスのKPIに係る

取り組みは、広域において大きなインパクトをもたらすと期待される。 
三井化学の製品は、環境課題解決に資するBlue Value®製品と、社会課題解決に資するRose 
Value®製品として選定され、その成果が社内で分析されている。JCRは、これらの製品群

に着目した開発・生産・商品供給・社会的課題解決への貢献度評価のPDCAサイクルを同社

が行うことによって、多種多様な最終製品におけるポジティブ・インパクトの発現に大き

く貢献していると評価している。 
Blue Value®製品は、三井化学が国の方針を参照して目指している①低炭素社会の実現、②

循環型社会の実現、③自然共生社会の実現の3本柱で、持続可能な社会の実現に貢献する製

品として位置づけられている。三井化学は素材産業のため、最終製品と比してその環境改

善効果は見えにくい側面がある一方で、多種多様な最終製品の軽量化・長寿命化を通じた

GHG削減、省エネ・省資源の実現に貢献している。 
Rose Value®製品は、社会課題の解決に貢献することを主目的として選定されている製品群

である。特に我が国の抱える社会的課題である、高齢人口の増加、質の高い医療・福祉、

食料の安定供給、フードロス・廃棄の問題に注目し、「少子高齢化への対応」、「健康寿命の

延長」、「食料問題への対応」という3つの軸でRose Value®製品を認定している。Rose 
Value®製品についても素材産業の特性を活かし、多種多様な最終製品の安全性・快適性等

の向上に貢献している。 
ネガティブなインパクトについては、素材産業であることから、生産段階における汚染物

質等の排出管理が重要である。三井化学では、生産段階で排出される汚染物質等の適切な

管理と削減努力、労働事故ゼロへの取り組みなどから、ネガティブなインパクトの特定・

管理、最小化に努めている。また、世界的な課題として挙げられているプラスチック問題

に対しても、三井化学は真摯に向き合い、製品開発及び生産段階における資源循環や廃棄

物削減の試みを行っていることを確認した。 
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また、三井化学は、国内外に製造・販売拠点を有することから、グローバルな人材交流と

その育成にも力を入れており、人的資源の観点からもポジティブな成果が広域にわたり期

待される。 

③ 効率性：投下資本に比して大きなインパクトがもたらされるか 

三井化学は、「企業グループ理念」及び「目指すべき企業グループ像」に基づき、経済軸・

環境軸・社会軸から成る3軸経営（トリプルボトムライン）を深化させ、長期的視点に立っ

た経営を志向している。そして、社会課題の解決に向けた取り組みを行うことで、社会と

共に持続的な成長・発展を目指している。2018年には、「三井化学グループのサステナビリ

ティ」を表明すると共にESG推進室を設置し、課題としているESG要素の経営/戦略への組

み込みの具体化や、ステークホルダーに向けた情報開示強化に取り組んでいる。 
同社は、署名している国連グローバル・コンパクト、国際的なガイドライン、ステークホ

ルダーの意見、事業の特徴、活動する地域、経営層の討議内容等を踏まえ、事業活動を通

じて社会に貢献する側面と、社会に及ぼす様々な影響要因の両面から、特に重要な項目を

「重要課題（マテリアリティ）」として選定している。また、社会トレンドや同社グループ

の強みを踏まえ、「環境と調和した共生社会」、「健康・安心な長寿社会」、「地域と調和した

産業基盤」という未来社会の実現を目指している。「2025長期経営計画」では、同社グルー

プの目指す未来社会の実現に向けて、経済軸目標とマテリアリティを踏まえた環境・社会

軸目標（本ファイナンスのKPIが含まれる）を設定している。 
同社は、ESGを経営の中核的なテーマとして捉え、取締役会や社長を委員長とするESG推

進委員会等で方向性を討議し、各部門の戦略への落とし込みを進めている。ESG推進委員

会の審議結果等は経営会議に報告され、特に重要な事項については経営会議の承認を得て

いる。同社のサステナビリティ情報については、「三井化学レポート」及び「三井化学グル

ープ ESGレポート」を作成・公表し、情報開示の強化に努めている。 
また、同社は投資計画においても、ESGに貢献する分野の見える化を図ることで、投下資

本に対するリターンを定量的に把握する努力を行っている。 
本ファイナンスのKPIに係る取り組みは、いずれも同社の目指す3軸経営による企業価値向

上に資するものであり、中長期的に多様で効率的なポジティブ・インパクトの発現とネガ

ティブ・インパクトの抑制が期待される。 

④ 倍率性：公的資金や寄付に比して民間資金が大きく活用されるか 

各KPIが示すインパクトについて、本項目は評価対象外である。 

⑤ 追加性：追加的なインパクトがもたらされるか 

各KPIにおいて、以下にリストアップした通り、SDGsの17目標及び169ターゲットのうち

複数の目標・ターゲットに対して、追加的なインパクトが期待される。 
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(1) 「Blue Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献」に係る SDGs 目標・ターゲッ

ト 
 

 

目標 3：すべての人に健康と福祉を 

ターゲット 3.9. 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の

汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 

 

 

目標 6：安全な水とトイレを世界中に 

ターゲット 6.6. 2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの

水に関連する生態系の保護・回復を行う。 

 

 

目標 7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

ターゲット 7.2. 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エ

ネルギーの割合を大幅に拡大させる。 

 

 

目標 9：産業と技術革新の基盤をつくろう 

ターゲット 9.4. 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に

配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善によ

り、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 
 

 

目標 12：つくる責任 つかう責任 

ターゲット 12.2. 2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を

達成する。 

ターゲット 12.5. 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利

用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 
 

 

目標 13：気候変動に具体的な対策を 

ターゲット 13.1. すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱

性（レジリエンス）及び適応力を強化する。 
 

 

目標 14：海の豊かさを守ろう 

ターゲット 14.1. 2025 年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動

による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 

 

 

目標 15：陸の豊かさも守ろう 

ターゲット 15.1. 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、

山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサー

ビスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 
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(2) 「Rose Value®製品を通じた社会、環境、経済への貢献」に係る SDGs 目標・ターゲッ
ト 
 

 

目標 2：飢餓をゼロに 

ターゲット 2.2. 5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合

意されたターゲットを 2025 年までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形

態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対

処を行う。 

ターゲット 2.4. 2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を

維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適

応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食

料生産システムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。 
 

 

目標 3：すべての人に健康と福祉を 

ターゲット 3.8. すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な

保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品と

ワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を

達成する。 
 

 

目標 12：つくる責任 つかう責任 

ターゲット 12.3. 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当た

りの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける

食料の損失を減少させる。 
 

 

 

 

(3) 「環境保全（GHG・エネルギー、化学物質等の排出量削減）・化学物質管理」に係る SDGs
目標・ターゲット 
 

 

目標 3：すべての人に健康と福祉を 

ターゲット 3.9. 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の

汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 

 

 

目標 7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

ターゲット 7.3. 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させ

る。 

 

 

目標 12：つくる責任 つかう責任 

ターゲット 12.4. 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライ

フサイクルを通じ、環境上適正な化学物資やすべての廃棄物の管理を実現し、人

の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌

への放出を大幅に削減する。 
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目標 13：気候変動に具体的な対策を 

ターゲット 13.1. すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱

性（レジリエンス）及び適応力を強化する。 
 

 

目標 15：陸の豊かさも守ろう 

ターゲット 15.1. 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、

山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサー

ビスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 
 

 

 

 

(4) 「労働における安全・保安および衛生」に係る SDGs 目標・ターゲット 
 

 

目標 3：すべての人に健康と福祉を 

ターゲット 3.9. 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の

汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 

 

 

目標 8：働きがいも 経済成長も 

ターゲット 8.8. 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労

働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 
 

 

 

 

(5) 「人材の活用」に係る SDGs 目標・ターゲット 
 

 

目標 5：ジェンダー平等を実現しよう 

ターゲット 5.5. 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、

完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

 

 

目標 8：働きがいも 経済成長も 

ターゲット 8.5. 2030 年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、

完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同

一賃金を達成する。 
 

 

目標 10：人や国の不平等をなくそう 

ターゲット 10.2. 2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、

あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社

会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 
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4. モニタリング方針の適切性評価 
 三井住友信託銀行は、三井化学の事業活動から意図したプラスのインパクトが継続して

生じていること、重大なマイナスの影響が引き続き適切に低減されていることを継続的に

モニタリングする。 
 三井化学は、アニュアルレポート、ESG レポート、ウェブサイト等でサステナビリティ

に関連する定性的・定量的な情報を開示している。三井住友信託銀行はそれらの公開情報

その他の各種公開情報を確認することによって、達成状況等をフォローアップする。イベ

ント発生時においては、三井化学から状況をヒアリングすることに努め、必要に応じて対

応策等に関するエンゲージメントを行う。そのため、PIF の契約にあたって、インパクトを

生み出す活動や KPI に関して継続的、定期的、かつ必要に応じて適時に情報開示すること

を要請している。三井化学は、期中のインパクトに関して、目標の達成に向けた取り組み

を継続していくとしており、三井住友信託銀行はその進捗度合いについても併せてモニタ

リングすることとしている。 
JCR は、以上のモニタリング方針について、本ファイナンスのインパクト特定及び KPI

の内容に照らして適切であると評価している。 
 
 
 
5. モデル・フレームワークの活用状況評価 

JCR は上記 2～4 より、本ファイナンスにおいて、SDGs に係る三側面（環境・社会・経

済）を捉えるモデル・フレームワークの包括的インパクト分析（インパクトの特定・評価・

モニタリング）が、十分に活用されていると評価している。 
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IV. 三井住友信託銀行の PIF 評価フレームワーク等について 
JCR は、三井住友信託銀行の PIF 商品組成に係るプロセス、手法及び社内規定・体制の

整備状況、並びに三井化学に対する PIF 商品組成について、PIF 原則に沿って下表の通り

確認した結果、全ての要件に準拠していると評価している。 
 

1. 原則 1 定義 

原則 JCR による確認結果 

PIF は、ポジティブ・インパクト・ビジネス

のための金融である。 
本ファイナンスは、三井住友信託銀行が三井

化学のポジティブ・インパクト・ビジネスを

支援するために実施する PIF と位置付けら

れている。 
持続可能な開発の 3 つの側面（経済、環境、

社会）のいずれかにおいて潜在的なマイナス

の影響が適切に特定され緩和され、なおかつ

少なくともそれらの一つの面でプラスの貢

献をもたらす。 

本ファイナンスでモニタリングを予定して

いるインパクトは、経済、環境、社会の3側
面でプラスの貢献をもたらす事が確認され

ている。また、マイナスの側面が特定・緩和

されることも確認されている。 
PIF は、持続可能性の課題を総合的に評価す

ることから、持続可能な開発目標（SDGs）
における資金面での課題に対する直接的な

対応策の一つとなる。 

SDGs との関連性は発行体によって明確化

されており、当該目標に直接的に貢献し得る

対応策である。 

この原則は、全てのカテゴリーの金融商品を

対象とし、それを支える事業活動に適用され

る。 

本ファイナンスは、三井住友信託銀行による

三井化学の事業活動全般を支えるローンで

ある。 
PIF はセクター別ではない。 本ファイナンスでは、三井化学の事業活動全

般が分析され、ポジティブ・インパクトが見

出されている。 
PIF 原則は、持続可能性の課題における相互

関連性を認識して、一つの分野だけではな

く、しかもグローバルに、インパクト（影響）

のプラス面とマイナス面双方を評価するも

のである。 

三井化学の分析に際しては、インパクトのプ

ラス面とマイナス面に着目し、現在ネガティ

ブな恐れのある項目について、ポジティブな

インパクトをもたらすよう改善を試みる活

動目標、ポジティブな側面を含む項目につい

ては、さらにプラス面が最大化されるよう設

定されている。 
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2. 原則 2 フレームワーク 

原則 JCR による確認結果 

PIF を実行するため、事業主体（銀行・投資

家等）には、投融資先の事業活動・プロジェ

クト・プログラム・事業主体のポジティブ・

インパクトを特定しモニターするための、十

分なプロセス・方法・ツールが必要である。 

三井住友信託銀行は、ポジティブ・インパク

トを特定しモニターするためのプロセス・方

法・ツールを開発した。また、運営要領とし

て詳細な規定を設けており、職員への周知徹

底と評価の一貫性維持に有効な内容となっ

ている。一方、今後案件数を重ねる中で、銀

行として融資判断の参考とし得るポジティ

ブ・インパクトの尺度について、具体的な基

準を検討することで、より効果的な PIF が

実行し得るものと考えられる。 
事業主体は、ポジティブ・インパクトを特定

するための一定のプロセス・基準・方法を設

定すべきである。分析には、事業活動・プロ

ジェクト・プログラムだけでなく、子会社等

も含めるべきである。 

三井住友信託銀行は、モデル・フレームワー

クに沿って、ポジティブ・インパクトを特定

するためのプロセス・基準・方法を設定して

いる。 

事業主体は、ポジティブ・インパクトの適格

性を判断する前に、一定の ESG リスク管理

を適用すべきである。 

三井住友信託銀行は、ポジティブ・インパク

ト分析に際し、UNEP FI から公表されてい

るインパクト・レーダー及びインパクト分析

ツールを活用している。 
事業主体は、金融商品として有効な期間全般

にわたり、意図するインパクトの達成状況を

モニターするためのプロセス・基準・方法を

確立すべきである。 

三井住友信託銀行は、モニタリングのための

プロセス・基準・方法を確立している。 

事業主体は、上記のプロセスを実行するため

に、必要なスキルを持ち、然るべき任務を与

えられたスタッフを配置すべきである。 

三井住友信託銀行には、上記プロセスを実行

するために必要なスキルを持つ担当部署・担

当者が存在している。 
事業主体は、上記プロセスの導入が適切かど

うかについて、セカンド・オピニオンや第三

者による保証を求めるべきである。 

三井住友信託銀行は、今般 JCR にセカン

ド・オピニオンを依頼している。 

事業主体は、プロセスを随時見直し、適宜更

新すべきである。 
三井住友信託銀行の社内規定により、プロセ

スは随時見直し、適宜更新される予定であ

る。なお、本第三者意見に際し、JCR は 2019
年 3 月施行の同行社内規定を参照している。 



                Japan Credit Rating Agency, Ltd. 
 
 

 - 42 -  
 

ポジティブ・インパクト分析は、例えば商

品・プロジェクト・顧客に関する研修や定期

的なレビューの際、既存のプロセスと同時に

行うことができる。ポジティブ・インパクト

分析は、一般に広く認められた既存のツー

ル・基準・イニシアティブがあれば、それら

を有効に活用することができる（例えばプロ

ジェクト・ファイナンスでは、赤道原則は一

般に広く認められたリスク管理基準であ

る）。 

三井住友信託銀行は、ポジティブ・インパク

ト分析に際し、参考となる基準等が明記され

た UNEP FI のインパクト・レーダー及びイ

ンパクト分析ツールを活用している。 

 

 

 

3. 原則 3 透明性 

原則 JCR による確認結果 

PIF を提供する事業主体（銀行・投資家等） 
は、以下のような点について透明性の確保と

情報開示が求められる。 
・ポジティブ・インパクトとして資金調達し

た活動、プロジェクト、プログラム、投融

資先の事業主体の意図したポジティブ・イ

ンパクトについて（原則 1 に関連）。 
・適格性を判断し、影響をモニターし検証す

るために確立されたプロセスについて（原

則 2 に関連）。 
・資金調達した活動、プロジェクト、プログ

ラム、投融資先の事業主体が達成したイン

パクトについて（原則 4 に関連）。 

本第三者意見を取得、開示することで透明性

を確保している。 
三井化学は、KPI として列挙した事項につ

き、三井化学レポート、三井化学グループ

ESG レポート及びウェブサイト等で開示し

ている。また、当該開示事項については、三

井住友信託銀行が定期的に達成状況を確認

し、必要に応じヒアリングを行うこととなっ

ており、透明性を確保している。 
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4. 原則 4 評価 

原則 JCR による確認結果 

事業主体が提供する PIF は、意図するイン

パクトの度合いによって評価されなければ

ならない。 

三井住友信託銀行は、PIF 実施に当たり、PIF
第 4 原則に掲げられた 5 要素（①多様性、②

有効性、③効率性、④倍率性、⑤追加性）に

基づき評価している。また JCR は、本ファ

イナンスのインパクトにつき第三者意見を

述べるに際し、十分な情報の提供を受けた。 
 
 
 
 
 
V. 結論 
以上より、JCR は、本ファイナンスが PIF 原則及びモデル・フレームワークに適合して

いることを確認した。 
 
 

（担当）梶原 敦子・丸安 洋史 
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本第三者意見に関する重要な説明 
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